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■施　　策■　

■基本方針

平成18年度においては、我が国の経済・雇用の面で重要な役割を担う中小企業を活性化し、景気回
復・雇用拡大を確固たるものにするため、以下の４本の柱を中心とした施策を展開する。
盧基盤技術を担う中小企業への支援
盪中小企業の人材確保・育成支援
蘯中小企業の新事業展開及び再生に対する支援
盻中小商業振興支援
また、これらの中小企業支援が効果的に実施されるよう、国、都道府県及び中小機構が協力し、３

類型の支援センター（中小企業・ベンチャー総合支援センター、都道府県等中小企業支援センター、
地域中小企業支援センター）からなる中小企業支援体制の連携強化を進め、中小企業の直面する様々
な経営課題に対するワンストップサービスの提供の充実に努める。

■国の事業

１．事業の実施体制
国においては、中小企業の経営資源の確保を支援し、中小企業の振興を図るため、都道府県等

及び中小機構等の中小企業支援機関との密接な連携と協力の下、総合的な中小企業支援施策を実
施する。

２．事業の概要
盧基盤技術を担う中小企業への支援
漓戦略的基盤技術高度化支援事業　　　　　　　　６，４０１，４４１千円（新規）
滷川上・川下ネットワーク構築支援事業　　　　　　　２００，０００千円（新規）
澆高専等活用中小企業人材育成支援　　　　　　　　　３９９，９４５千円（新規）
潺中小企業への計量標準基盤強化事業　　　　　　　　５５０，０００千円（新規）
潸中小企業基盤技術継承支援事業　　　　　　　　　　４８８，２３１千円（新規）
澁中小企業知的財産啓発普及事業　　　　　　　　　　１００，００６千円（新規）
盪中小企業の人材確保・育成支援
漓若者と中小企業とのネットワーク構築事業　　　１，８９９，８７５千円（新規）
滷企業等ＯＢ人材活用推進事業　　　　　　　　　　　５１８，７７６千円
澆中小企業少子化対応経営普及事業　　　　　　　　　　８９，５６７千円（新規）
潺創業人材育成事業　　　　　　　　　　　　　　１，６１４，５４５千円
蘯中小企業の新事業展開及び再生に対する支援
漓新連携対策関連事業　　　　　　　　　　　　　４，１１２，９９９千円
滷シニアアドバイザー事業　　　　　　　　　　　１，８００，０３６千円
澆ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業　　　　　　　１，０１０，０７８千円
潺小規模事業者新事業全国展開支援事業　　　　　２，５１３，５７９千円（新規）
潸中小企業再生支援協議会事業　　　　　　　　　３，０５０，１１８千円
盻中小商業振興支援
漓戦略的中心市街地中小商業等活性化支援事業　　２，４５５，０００千円
滷少子高齢化等対応中小商業活性化事業　　　　　２，８８９，７９０千円（新規）
澆中小商業ビジネスモデル連携支援事業　　　　　　　１８８，１５２千円
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潺全国商店街振興組合連合会指導事業　　　　　　　　　５０，３９８千円
眈その他
漓商工会等指導事業　　　　　　　　　　　　　　　　５７１，２０４千円
滷中小企業連携組織対策推進事業　　　　　　　　１，１７２，４９４千円
澆下請中小企業振興事業　　　　　　　　　　　　　　２１５，０２５千円

■都道府県等の事業

１．事業の実施体制
都道府県等においては、地域経済活性化のため、国と適切な役割分担の下、地域経済及び各地の

実情に応じた中小企業支援事業の実施に努めるものとする。
三位一体改革に伴い廃止となった補助事業については、各地の実情を踏まえつつ、引き続き着実

に実施することとする。具体的には、都道府県等中小企業支援センターや地域中小企業支援セン
ターを活用した中小企業へのアドバイス事業を実施するとともに、中小機構や商工会・商工会議所、
都道府県等中小企業団体中央会、都道府県商店街振興組合連合会等の中小企業支援機関との連携に
より情報提供におけるワンストップサービスの提供に努める。

２．事業の概要
盧中小企業の経営資源確保のための総合的支援
漓都道府県等中小企業支援センター事業
滷地域中小企業支援センター事業
澆小規模事業者支援事業
潺中小企業連携組織対策事業
潸小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業
澁創業・経営革新支援施設提供事業
澀支援人材能力開発事業
潯経営安定特別相談事業
盪中小企業の人材確保・育成事業
漓労働力確保事業
蘯中小企業の新事業展開支援
漓経営革新支援事業
滷地域産業集積活性化事業
盻中小商業振興支援
漓商店街振興組合指導事業
眈都道府県等の創意工夫により独自に実施する事業
その他、地域の実情に応じ、必要な中小企業支援事業を実施する。

問合せ先

中小企業庁　　　　　　　　　℡.  03 -3501-1511

千葉県商工労働部経営支援課　℡.  043-223-2786

中小企業基盤整備機構　　　　℡.  03 -3433-8811

千葉県産業振興センター　　　℡.  043-244-2110

千葉県商工会連合会　　　　　℡.  043-242-3361

千葉県商工会議所連合会　　　℡.  043-222-7110

千葉県中小企業団体中央会　　℡.  043-242-3277
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